
舞 監 第 41 号

令 和 3 年 3 月 30 日

舞鶴市議会議長　山本　治兵衛　様

舞鶴市監査委員 　肝付　隆治

舞鶴市監査委員 　瀬野　淳郎

一般会計

特別会計

　　その他

（２） 実施場所及び日程　監査委員事務局　令和3年3月23日

（３） 実施内容及び着眼点

（４） 結果及び意見

（１） 対　象　水道事業会計、下水道事業会計及び病院事業会計

令和3年3月24日（水道事業会計、下水道事業会計）

令和3年3月24日（病院事業会計）

（３） 実施内容及び着眼点

（４） 結果及び意見

３　各会計等収入支出の状況は、別紙のとおりである。

国民健康保険事業、貯木事業、駐車場事業、介護保険事業及び
後期高齢者医療事業

繰越明許費、事故繰越、歳入歳出外現金及び基金

　　　検査は、会計管理者所管の歳入簿、歳出簿、その他諸帳簿、証書、証票及び
　　基金保管金調書並びに指定金融機関の公金現在高報告書により計数を照合する
　　等の方法によって、現金の出納、保管を主眼において実施した。

（１）対　象

例月現金出納検査結果報告（令和2年度1月分）

　地方自治法第235条の2第1項の規定により、令和2年度1月分の現金出納検査を、舞鶴市監査

基準に関する規程に基づき実施したので、同条第3項の規定によりその検査結果を提出する。

記

１　一般会計及び特別会計

 ①　計数は正確であり、現金の保管は適正であると認められた。
 ②　事務処理及び手続きについては、適正であると認められた。

２　公営企業会計

（２） 実施場所及び日程　監査委員事務局

　　　検査は、各企業会計の総勘定元帳、補助簿、その他諸帳簿、証書、証票及び

　　試算表並びに出納取扱金融機関の預金残高証明書により計数を照合する等の方

　　法によって、現金の出納、保管を主眼において実施した。

 ①　計数は正確であり、現金の保管は適正であると認められた。
 ②　事務処理及び手続きについては、適正であると認められた。



令和3年1月31日現在

１　一般会計及び特別会計

    （単位：円）

収   入   額 支   出   額 差   引   額

31,080,816,443 31,127,881,776 △ 47,065,333

5,883,660,970 5,590,630,780 293,030,190

44,010 1,017,505 △ 973,495

33,574,054 20,805,638 12,768,416

6,233,399,929 6,192,608,052 40,791,877

7,574,435 1,180,065 6,394,370

803,674,882 764,232,409 39,442,473

一 般 会 計 363,403,000 1,455,401,846 △ 1,091,998,846

一 般 会 計 0 32,237,659 △ 32,237,659

3,724,659,256 3,632,768,790 91,890,466

48,130,806,979 48,818,764,520 △ 687,957,541

前 月 末 残 高 当  月  増  減 当 月 末 残 高

8,986,987,972 △ 600,000,000 8,386,987,972

２　公営企業会計

収益費用の状況

収     益 費     用 差   引   額

1,603,258,839 1,287,018,260 316,240,579

3,068,878,055 2,455,353,577 613,524,478

628,342,383 738,711,116 △ 110,368,733病 院 事 業 会 計

令和2年度　舞鶴市各会計等収入支出現計表

（１） 現金出納状況

後期高齢者医療事業会計

会   計   別

一 般 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業 会 計

貯 木 事 業 会 計

駐 車 場 事 業 会 計
介 護 保 険 事 業 会 計
（ 保 険 事 業 勘 定 ）

介 護 保 険 事 業 会 計
（ 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 ）

繰越
明許費

事故
繰越

企　業　別

歳 入 歳 出 外 現 金

区　　　　分

合        計

（２）基金の状況

育 英 基 金 等 27 件

水 道 事 業 会 計

下 水 道 事 業 会 計


